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(57)【要約】
【課題】認証生体情報としての適性が高い画像に映って
いる生体部位の姿勢を精度良く検出できる画像の取得を
可能にする。
【解決手段】第一算出部１２は、撮影部１１が取得した
生体部位の画像に基づき、当該画像についての、生体認
証における認証生体情報としての適性を表す指標を算出
する。選択部１３は、撮影部１１が次に取得する次画像
の撮影時における撮影環境を、次画像よりも前に撮影部
１１が取得していた生体部位の画像についての当該指標
に基づき、第一環境と第二環境との間で選択して切り替
える。第一環境とは、認証生体情報として用いる画像の
取得に使用する環境であり、第二環境とは、生体部位の
姿勢の情報の検出に用いる画像の取得に使用する環境で
ある。出力部１４は、この選択の結果を表している情報
と、当該選択の結果に係る撮影環境の下で撮影部１１が
取得した次画像とを対応付けて出力する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体部位を所定の時間間隔で順次撮影して該生体部位の画像を取得する撮影部と、
　前記撮影部が取得した前記画像に基づき、該画像についての、生体認証における認証生
体情報としての適性を表す指標を算出する第一算出部と、
　前記撮影部が次に取得する前記画像である次画像の撮影時における撮影の環境を、該次
画像よりも前に該撮影部が前記生体部位を撮影して取得していた前記画像について前記第
一算出部が算出した前記指標に基づき、生体認証における認証生体情報として用いる画像
の取得に使用する第一環境と、前記生体部位の姿勢の情報である姿勢情報の検出に用いる
画像の取得に使用する第二環境との間で選択し、該撮影の環境を該選択された環境に切り
替える選択部と、
　前記選択部による前記選択の結果を表している撮影環境選択情報と、該選択結果に係る
撮影環境の下で前記撮影部が取得した前記次画像とを対応付けて出力する出力部と、
を備えることを特徴とする生体画像撮影システム。
【請求項２】
　前記第一算出部は、前記指標として、前記撮影部が取得した前記画像に映っている前記
生体部位の像の領域の面積値を算出し、
　前記選択部は、前記次画像についての撮影よりも前に前記撮影部が前記生体部位を撮影
して取得していた前記画像についての前記面積値が所定の複数の条件のうちの少なくとも
１つに合致したときには、前記第二環境を、前記撮影の環境として選択し、該所定の複数
の条件のいずれにも合致しないときには、前記第一環境を、該撮影の環境として選択する
、
ことを特徴とする請求項１に記載の生体画像撮影システム。
【請求項３】
　前記所定の複数の条件のうちの１つは、前記次画像についての撮影の直前に前記撮影部
が前記生体部位を撮影して取得していた画像である前画像についての前記面積値が、生体
認証における認証生体情報としての使用に適する下限の広さとして設定される所定の第一
閾値よりも広いことを表しており、且つ、該前画像についての撮影の直前に該撮影部が該
生体部位を撮影して取得していた画像についての前記面積値が、該第一閾値よりも狭いこ
とを表しているという条件であることを特徴とする請求項２に記載の生体画像撮影システ
ム。
【請求項４】
　前記所定の複数の条件のうちの１つは、前記次画像についての撮影の直前に前記撮影部
が前記生体部位を撮影して取得していた画像である前画像についての前記面積値が、生体
認証における認証生体情報としての使用に最適の広さとして設定される所定の第二閾値よ
りも広いことを表しており、且つ、該前画像についての撮影の直前に該撮影部が該生体部
位を撮影して取得していた画像についての前記面積値が、該第二閾値よりも狭いことを表
しているという条件であることを特徴とする請求項２又は３に記載の生体画像撮影システ
ム。
【請求項５】
　前記所定の複数の条件のうちの１つは、前記次画像についての撮影の直前に前記撮影部
が前記生体部位を撮影して取得していた画像である前画像についての前記面積値が、生体
認証における認証生体情報としての使用に適する下限の広さとして設定される所定の第三
閾値よりも狭いことを表しており、且つ、該前画像についての撮影の直前に該撮影部が該
生体部位を撮影して取得していた画像についての前記面積値が、該第三閾値よりも広いこ
とを表しているという条件であることを特徴とする請求項２から４のうちのいずれか一項
に記載の生体画像撮影システム。
【請求項６】
　前記選択部は、前記生体部位を照らす照明を、前記選択の結果に応じて、前記認証生体
情報として用いる画像の撮影に使用する第一照明と、前記姿勢情報の検出に用いる画像の
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撮影に使用する第二照明との間で切り替えることによって、前記撮影の環境を前記第一環
境と前記第二環境との間で切り替えることを特徴とする請求項１から５のうちのいずれか
一項に記載の生体画像撮影システム。
【請求項７】
　前記第二環境の下で前記撮影部が前記生体部位を撮影して取得した前記画像を用いて、
該生体部位についての姿勢情報を検出する検出部と、
　前記第一環境の下で前記撮影部が前記次画像についての撮影を行った時点における前記
姿勢情報の推定を、該時点の前及び後においての前記第二環境の下で該撮影部が前記生体
部位を撮影して取得した前記画像を用いて前記検出部が検出した姿勢情報に基づいて行う
推定部と、
を更に備えることを特徴とする請求項１から６のうちのいずれか一項に記載の生体画像撮
影システム。
【請求項８】
　前記検出部は、前記姿勢情報として、前記生体部位と該生体部位を撮影したときの前記
撮影部の撮影位置との間の距離の検出を行い、
　前記推定部は、前記時点の前及び後においての前記第二環境の下で前記撮影部が前記生
体部位を撮影して取得した前記画像を用いて前記検出部が検出した前記距離に基づいた補
間演算を行うことによって、前記次画像についての撮影を該撮影部が行った時点における
該生体部位と該撮影部の撮影位置との間の距離を算出し、該算出結果を前記姿勢情報の推
定の結果とする、
ことを特徴とする請求項７に記載の生体画像撮影システム。
【請求項９】
　前記第一環境の下で前記撮影部が前記生体部位を撮影して取得した前記次画像について
前記第一算出部が算出していた前記指標と、前記推定部が該次画像について推定した前記
姿勢情報とに基づき、前記認証生体情報として該次画像を使用して前記生体認証を実施し
たときに推定される認証精度の高さを表す指標を算出する第二算出部を更に備え、
　前記出力部は、前記撮影環境選択情報と前記次画像とを対応付けて出力する代わりに、
前記次画像のうちで前記第二算出部により算出された指標が所定値以上の認証精度の高さ
を表しているもののみを出力する、
ことを特徴とする請求項７又は８に記載の生体画像撮影システム。
【請求項１０】
　生体部位を所定の時間間隔で順次撮影して該生体部位の画像を取得する撮影装置が取得
した該画像に基づき、該画像についての、生体認証における認証生体情報としての適性を
表す指標を算出し、
　前記撮影装置が次に取得する前記画像である次画像の撮影時における撮影の環境を、該
次画像よりも前に該撮影装置が前記生体部位を撮影して取得していた前記画像についての
前記指標に基づき、生体認証における認証生体情報として用いる画像の取得に使用する第
一環境と、前記生体部位の姿勢の情報である姿勢情報の検出に用いる画像の取得に使用す
る第二環境との間で選択し、
　前記撮影の環境を、前記選択された環境に切り替え、
　前記選択の結果を表している撮影環境選択情報と、該選択結果に係る撮影環境の下で前
記撮影装置が取得した前記次画像とを対応付けて出力する、
ことを特徴とする生体画像取得方法。
【請求項１１】
　生体部位を所定の時間間隔で順次撮影して該生体部位の画像を取得する撮影装置が取得
した該画像に基づき、該画像についての、生体認証における認証生体情報としての適性を
表す指標を算出し、
　前記撮影装置が次に取得する前記画像である次画像の撮影時における撮影の環境を、該
次画像よりも前に該撮影装置が前記生体部位を撮影して取得していた前記画像についての
前記指標に基づき、生体認証における認証生体情報として用いる画像の取得に使用する第
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一環境と、前記生体部位の姿勢の情報である姿勢情報の検出に用いる画像の取得に使用す
る第二環境との間で選択し、
　前記撮影の環境を、前記選択された環境に切り替え、
　前記選択の結果を表している撮影環境選択情報と、該選択結果に係る撮影環境の下で前
記撮影装置が取得した前記次画像とを対応付けて出力する、
処理をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で議論する技術分野は、手の指紋、掌の静脈、顔などといった人の身体特徴を
利用して個人認証を行う生体認証技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近代社会では様々なシチュエーションにおいて本人確認が必要とされる。この本人確認
を精度良く行う手法のひとつとして、指紋・静脈・顔などといった人体の各部の特徴を利
用して個人認証を行う生体認証技術が、近年広まってきている。例えば、許可された人し
か入ることのできない制限エリアへの入退室の可否の判定、パソコンへのログイン判定、
オンライン取引などといった様々なサービスへのアクセスの可否の判定などのために、生
体認証が利用されている。
【０００３】
　このような生体認証を実施するには、まず、利用者の生体情報として、例えば指紋・静
脈・顔などの画像を予め取得して、その利用者の登録生体情報として記録媒体に記録して
おく。その後、上記のようなサービスを利用するための本人確認が必要になった際に、利
用者の生体情報を登録時と同じように再び取得する。そして、このときに取得した生体情
報（認証生体情報）と、記録媒体に記録しておいた前述の登録生体情報との照合を行い、
その両者の類似度の高低を判別する。ここで、この類似度が所定の閾値よりも高ければ、
本人であるとの認証結果を得る。
【０００４】
　このような生体認証を高い精度で行うためには、認証に使用する生体情報である生体部
位の画像（生体画像）の取得を、登録時と照合時とで同じ位置・同じ姿勢で行うことが好
ましい。しかしながら、このような撮影ができない場合が実際には多く、このことが認証
精度を低下させる要因のひとつとなっている。
【０００５】
　これは、例えば、生体画像を取得するセンサ（例えば生体部位を撮影するカメラ）に対
し、毎回全く同じ位置・同じ姿勢で生体部位をかざすことは通常極めて困難であるためで
ある。また、多くの場合において、利用者が登録時にどのような位置・姿勢で生体部位を
撮影したかを忘れてしまうことも、このような撮影を困難にしている。更には、人の身体
は、その部位によっては姿勢や形状の自由度が大きいために、同じ部位を撮影しても、得
られる生体画像は姿勢や形状がその撮影の度に微妙に異なるものとなってしまう。例えば
、掌のような生体部位は姿勢や形状の自由度が極めて高い生体部位であるため、カメラで
の撮影により得られる画像における掌の形状が微妙に異なるものとなってしまう。
【０００６】
　このような登録時と照合時とでの位置・姿勢・形状の違いに起因する認証精度の低下を
避けるための手法が幾つか知られている。そのひとつに、生体部位を同じ位置・姿勢・形
状にしっかりと固定して撮影するというものがある。しかしながら、この手法は利用者に
多大な負担をかけることになり、一般には好まれるものではない。また、このような固定
を行うために、かなりの時間を要する場合もある。
【０００７】
　また、別の手法として、様々に異なる位置・姿勢・形状で同一利用者の生体部位を複数
回撮影して取得した複数枚の生体画像を認証生体情報とし、登録生体情報である１枚の登



(5) JP 2012-155405 A 2012.8.16

10

20

30

40

50

録画像とこの複数枚の生体画像とで画像の照合を行うというものがある。このような複数
枚の生体画像を認証時に取得するために、前述のような生体部位の固定は行わずに、セン
サ（カメラ）に対して利用者に自由に提示してもらった生体部位を取得するという手法が
ある。しかしながら、この手法では、取得される生体部位のセンサに対する相対的な位置
や姿勢が不揃いになってしまう。そこで、この不揃いを解消する技術として、センサに対
する生体部位の距離や姿勢を検出し、その検出結果に応じて、取得した生体画像の選択や
補正を行うという技術が知られている。但し、生体部位の大きさは人によって千差万別で
あるため、画像に映った生体部位の像の面積を、センサに対する生体部位の距離の情報と
して用いることはできない。そこで、この技術においては、スポット光を生体部位に照射
したときの当該スポット光の生体部位上での映り方に基づいて、生体部位のセンサに対す
る距離や角度等の情報を得ることで、生体部位の距離や姿勢の検出を行っている。
【０００８】
　また、この他の背景技術として、顔を撮影して得た一連の顔画像から、顔の領域の面積
や明るさ等に基づき、最もバランスの取れた正面画像を選択するという技術が知られてい
る。
【０００９】
　また、連続的に顔を撮影して得た画像から、目や口などの顔部品の位置の変化量が所定
値以上のものを、ベストショット画像として抽出するという技術が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００７－１０３４６号公報
【特許文献２】特開２００５－２２７９５７号公報
【特許文献３】特開２００９－８９０７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　前述した生体部位の距離や姿勢を検出する技術で使用されるスポット光は、認証に用い
る生体画像の取得のための撮影時における生体部位の照明には不適切である。これは、こ
のようなスポット光で照明を行って生体部位を撮影した場合には、得られる生体画像に含
まれている、生体認証に必要な情報を不鮮明にしてしまう等の理由によるものである。こ
のため、この技術を用いて行う生体部位の距離や姿勢の検出は、様々な認証用の生体画像
を得るためのカメラでの連写撮影の合間に、生体部位への照明を、生体画像の取得用のも
のからスポット光へと切り替えて行う必要がある。
【００１２】
　図１は、生体部位である掌をカメラで撮影して得られた複数枚の画像の第一の例である
。この第一の例は、認証用の生体画像のための撮影と、生体部位の距離や姿勢の検出のた
めの撮影とを交互に行った場合の例である。
【００１３】
　この第一の例として表されている画像Ａから画像Ｍまでの計１３枚の画像のうちの幾つ
かの画像上に描かれている十字形状の印は、生体部位の距離や姿勢の検出用のスポット光
が掌の像に映っていることを表現している。つまり、この第一の例において、当該印が描
かれている画像Ｂ、Ｄ、Ｆ、Ｈ、Ｊ、及びＬの計６枚の画像は、生体部位の距離や姿勢の
検出のために用いられる画像である。従って、残りの画像Ａ、Ｃ、Ｅ、Ｇ、Ｉ、Ｋ、及び
Ｍの計７枚の画像が、生体画像の取得用の照明を用いて撮影された生体画像である。
【００１４】
　但し、この７枚の画像のうち、画像Ａ及び画像Ｍは、撮影時の掌のカメラからの距離が
遠過ぎたために掌の像の大きさが極度に小さくなってしまっており、認証生体情報として
は適さない。一方、画像Ｇは、撮影時の掌のカメラからの距離が今度は近過ぎたために掌
の像が画像から過度にはみ出してしまっており、これも認証生体情報としては適さない。
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従って、この第一の例では、認証生体情報としての適性を有している画像は、図１におい
て破線の楕円で囲まれている、画像Ｃ、Ｅ、Ｉ、及びＫの僅か４枚しか得られなかったこ
とになる。
【００１５】
　このように、生体認証における認証生体情報としての使用が可能である画像の枚数が減
ってしまうことは、本人確認時においてカメラに掌をかざす一連の動作において生体認証
処理を実施できる回数が減ることを意味する。
【００１６】
　本人確認時に提示された生体部位が登録時と同一のものであっても、生体部位のカメラ
からの距離や姿勢によって、得られる生体情報は微妙に異なってしまうため、生体認証で
は、一回の認証処理では正しく本人と確認できない本人拒否率が多少なりとも存在する。
このため、生体認証では、一般的に、複数の認証生体情報を用いて生体認証処理を何度か
繰り返す（リトライ）ことによって、総合的な本人拒否率を減らしている。従って、認証
生体情報としての使用が可能である画像の枚数が前述のように減ってしまうと、それだけ
総合的な本人拒否率も増大してしまう虞がある。
【００１７】
　そこで、例えば、生体部位の距離や姿勢の検出のための撮影の頻度を減らし、この減ら
した分だけ認証用の生体画像のための撮影の頻度を高くすることを考える。
【００１８】
　図２は、生体部位である掌をカメラで撮影して得られた複数枚の画像の第二の例である
。この第二の例は、認証用の生体画像のための撮影を４回行う毎に、生体部位の距離や姿
勢の検出のための撮影を１回行うという頻度とした場合の例である。
【００１９】
　この第二の例では、前述した第一の例と同様の十字形状の印が描かれている画像Ｄ及び
Ｉの計２枚の画像が、生体部位の距離や姿勢の検出のために用いられる画像である。従っ
て、残りの画像Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｊ、Ｋ、Ｌ、及びＭの計１１枚の画像が、
生体画像の取得用の照明を用いて撮影された生体画像である。但し、前述した第一の例と
同様に、画像Ａ、Ｇ、及びＭの計３枚の画像は、認証生体情報としては適さない。従って
、この第二の例では、図２において破線の楕円で囲まれている、画像Ｂ、Ｃ、Ｅ、Ｆ、Ｈ
、Ｊ、Ｋ、及びＬの計８枚の画像が、認証生体情報としての適性を有している画像となる
。
【００２０】
　このように、第二の例では、認証生体情報としての適性を有している画像として、第一
の例よりも多くの画像を得ることができる。しかしながら、この第二の例では、生体部位
の距離や姿勢の検出のために用いられる画像は、画像Ｄ及びＩの計２枚の画像のみである
。このため、特に、画像Ｄ及びＩについての撮影時から離れた時点での撮影により得た画
像に映っている掌のカメラに対する距離や姿勢は、画像Ｄ及びＩから検出したものからか
なり違ったものとなってしまっていると考えられる。
【００２１】
　このように、生体部位の距離や姿勢の検出のための撮影の頻度を減らすことは、認証生
体情報とする画像についての撮影時の生体部位の距離や姿勢の情報を得ることに対しては
不都合となる。このような精度の低い情報に基づいて生体画像の補正を行えば、生体認証
の精度を却って低下させてしまうことにもなりかねない。
【００２２】
　上述した問題に鑑み、本明細書で後述する生体画像撮影システムは、認証生体情報とし
ての適性が高い画像に映っている生体部位の姿勢を精度良く検出できる画像の取得を可能
にする。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　本明細書で後述する生体画像撮影システムのひとつに、撮影部と、第一算出部と、選択
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部と、出力部とを備えるというものがある。ここで、撮影部は、生体部位を所定の時間間
隔で順次撮影して該生体部位の画像を取得する。第一算出部は、撮影部が取得した前述の
画像に基づき、当該画像についての、生体認証における認証生体情報としての適性を表す
指標を算出する。選択部は、撮影部が次に取得する画像である次画像の撮影時における撮
影の環境を第一環境と第二環境との間で選択し、当該撮影の環境を当該選択された環境に
切り替える。ここで、第一環境とは、生体認証における認証生体情報として用いる画像の
取得に使用する環境であり、第二環境とは、生体部位の姿勢の情報である姿勢情報の検出
に用いる画像の取得に使用する環境である。選択部は、この撮影の環境の選択を、次画像
よりも前に撮影部が生体部位を撮影して取得していた画像について第一算出部が算出した
前述の指標に基づいて行う。出力部は、選択部による上述の選択の結果を表している撮影
環境選択情報と、当該選択の結果に係る撮影環境の下で撮影部が取得した上述の次画像と
を対応付けて出力する。
【００２４】
　また、本明細書で後述する生体画像取得方法のひとつは、まず、生体部位を所定の時間
間隔で順次撮影して当該生体部位の画像を取得する撮影装置が取得した該画像に基づき、
該画像についての、生体認証における認証生体情報としての適性を表す指標を算出する。
次に、この撮影装置が次に取得する画像である次画像の撮影時における撮影の環境を、当
該次画像よりも前に撮影装置が生体部位を撮影して取得していた画像についての指標に基
づき、前述の第一環境と第二環境との間で選択する。そして、次に、上述の撮影の環境を
、この選択された環境に切り替える。そして、この選択の結果を表している撮影環境選択
情報と、当該選択結果に係る撮影環境の下で撮影装置が取得した前述の次画像とを対応付
けて出力する。
【００２５】
　また、本明細書で後述するプログラムのひとつは、以下の処理をコンピュータに行わせ
る。この処理は、まず、生体部位を所定の時間間隔で順次撮影して当該生体部位の画像を
取得する撮影装置が取得した該画像に基づき、該画像についての、生体認証における認証
生体情報としての適性を表す指標を算出する。次に、この撮影装置が次に取得する画像で
ある次画像の撮影時における撮影の環境を、当該次画像よりも前に撮影装置が生体部位を
撮影して取得していた画像についての指標に基づき、前述の第一環境と第二環境との間で
選択する。そして、次に、上述の撮影の環境を、この選択された環境に切り替える。そし
て、この選択の結果を表している撮影環境選択情報と、当該選択結果に係る撮影環境の下
で撮影装置が取得した前述の次画像とを対応付けて出力する。
【発明の効果】
【００２６】
　本明細書で後述する生体画像撮影システムは、認証生体情報としての適性が高い画像に
映っている生体部位の姿勢を精度良く検出できる画像を取得できるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】掌を撮影して得られた画像の第一の例である。
【図２】掌を撮影して得られた画像の第二の例である。
【図３】生体画像撮影システムの一実施例の機能ブロック図である。
【図４】姿勢情報検出用の画像の取得のための生体部位の撮影のタイミングの決定の手法
を説明する図である。
【図５】図３の生体画像撮影システムについての詳細な機能ブロック図である。
【図６】生体検出スコアの算出手法を説明する図である。
【図７】画像データ情報テーブルの構造の一例である。
【図８】コンピュータのハードウェア構成例である。
【図９】生体画像撮影制御処理の第一の例の処理内容を図解したフローチャート（その１
）である。
【図１０】生体画像撮影制御処理の第一の例の処理内容を図解したフローチャート（その
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２）である。
【図１１】生体画像撮影システムの別の一実施例の機能ブロック図である。
【図１２】生体画像撮影制御処理の第二の例の処理内容を図解したフローチャートである
。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　まず図３について説明する。図３は、生体画像撮影システムの一実施例の機能ブロック
図である。この生体画像撮影システム１０は、被認証者の生体部位の撮影を行って、生体
認証における認証生体情報として使用する生体画像を取得するものである。
【００２９】
　実線を用いて図３に図解したように、この生体画像撮影システム１０は、撮影部１１、
第一算出部１２、選択部１３、及び出力部１４を備えている。なお、破線を用いて図３に
図解したように、この生体画像撮影システム１０が、更に検出部１５、推定部１６、及び
第二算出部１７を備えるようにしてもよい。
【００３０】
　撮影部１１は、生体部位を所定の時間間隔で順次撮影して当該生体部位の画像を取得す
る。
　第一算出部１２は、撮影部１１が取得した前述の画像に基づき、当該画像についての、
生体認証における認証生体情報としての適性を表す指標を算出する。
【００３１】
　選択部１３は、撮影部１１が次に取得する画像である次画像の撮影時における撮影の環
境を第一環境と第二環境との間で選択し、当該撮影の環境を当該選択された環境に切り替
える。ここで、第一環境とは、生体認証における認証生体情報として用いる画像の取得に
使用する環境であり、第二環境とは、生体部位の姿勢の情報である姿勢情報の検出に用い
る画像の取得に使用する環境である。選択部１３は、この撮影の環境の選択を、次画像よ
りも前に撮影部１１が生体部位を撮影して取得していた画像について第一算出部１２が算
出した前述の指標に基づいて行う。
【００３２】
　出力部１４は、選択部１３による上述の選択の結果を表している撮影環境選択情報と、
当該選択の結果に係る撮影環境の下で撮影部１１が取得した上述の次画像とを対応付けて
出力する。
【００３３】
　このように構成されている生体画像撮影システム１０では、撮影部１１が取得した画像
が、認証生体情報としての適性を有している場合には、当該画像の次に撮影部１１が取得
する次画像を、姿勢情報の検出用の画像の取得のための撮影環境（第二環境）で撮影する
。従って、この次画像から検出される姿勢情報は、当該次画像の取得時の直前に撮影部１
１が取得していた画像（すなわち、認証生体情報としての適性を有している画像）につい
ての撮影時の生体部位の姿勢を精度よく表しているといえる。
【００３４】
　なお、第一算出部１２は、前述の指標として、例えば、撮影部１１が取得した画像に映
っている生体部位の像の領域の面積値を算出するようにしてもよい。この場合には、選択
部１３は、前述の次画像についての撮影よりも前に撮影部１１が生体部位を撮影して取得
していた画像についてのこの面積値が所定の複数の条件のうちの少なくとも１つに合致し
たときには、第二環境を撮影の環境として選択するようにする。また、選択部１３は、こ
の所定の複数の条件のいずれにも合致しないときには、第一環境を撮影の環境として選択
するようにする。
【００３５】
　ここで、上述の所定の複数の条件のうちの１つは、例えば、以下の２条件が同時に成立
する場合としてもよい。この２条件のうちの１つは、前画像についての前述の面積値が、
生体認証における認証生体情報としての使用に適する下限の広さとして設定される所定の
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第一閾値よりも広いことを表していることである。なお、前画像とは、次画像についての
撮影の直前に撮影部１１が記生体部位を撮影して取得していた画像である。そして、この
２条件のうちの別の１つは、当該前画像についての撮影の直前に撮影部１１が生体部位を
撮影して取得していた画像についての面積値が、当該第一閾値よりも狭いことを表してい
ることである。
【００３６】
　また、前述の所定の複数の条件のうちの別の１つは、例えば、以下の２条件が同時に成
立する場合としてもよい。この２条件のうちの１つは、上述の前画像についての前述の面
積値が、生体認証における認証生体情報としての使用に最適の広さとして設定される所定
の第二閾値よりも広いことを表していることである。そして、この２条件のうちの別の１
つは、当該前画像についての撮影の直前に撮影部１１が生体部位を撮影して取得していた
画像についての前述の面積値が、当該第二閾値よりも狭いことを表していることである。
【００３７】
　また、前述の所定の複数の条件のうちの更なる別の１つは、例えば、以下の２条件が同
時に成立する場合としてもよい。この２条件のうちの１つは、前述の前画像についての前
述の面積値が、生体認証における認証生体情報としての使用に適する下限の広さとして設
定される所定の第三閾値よりも狭いことを表していることである。そして、この２条件の
うちの別の１つは、当該前画像についての撮影の直前に撮影部１１が生体部位を撮影して
取得していた画像についての前述の面積値が、当該第三閾値よりも広いことを表している
という条件である。
【００３８】
　また、選択部１３は、生体部位を照らす照明を、前述の選択の結果に応じて第一照明と
第二照明との間で切り替えることによって、前述の撮影の環境を前記第一環境と前記第二
環境との間で切り替えるようにしてもよい。ここで、第一照明とは、認証生体情報として
用いる画像の撮影に使用する照明であり、第二照明とは、姿勢情報の検出に用いる画像の
撮影に使用する照明である。
【００３９】
　検出部１５は、前述の第二環境の下で撮影部１１が生体部位を撮影して取得した画像を
用いて、当該生体部位についての姿勢情報を検出する。
　推定部１６は、前述の第一環境の下で撮影部１１が前述の次画像についての撮影を行っ
た時点における姿勢情報の推定を行う。推定部１６は、この推定を、当該時点の前及び後
においての第二環境の下で撮影部１１が生体部位を撮影して取得した画像を用いて検出部
１５が検出した姿勢情報に基づいて行う。
【００４０】
　この検出部１５及び推定部１６を生体画像撮影システム１０が備えることで、認証生体
情報用の画像の取得のための撮影環境（第一環境）の下で取得された次画像についての撮
影時の生体部位の姿勢情報を、推定により得ることができる。
【００４１】
　なお、このとき、検出部１５は、姿勢情報として、例えば、生体部位と当該生体部位を
撮影したときの撮影部１１の撮影位置との間の距離の検出を行うようにする。この場合に
は、推定部１６は、前述の次画像についての撮影を撮影部１１が行った時点における生体
部位と撮影部１１の撮影位置との間の距離の算出を行う。この距離は、前述の時点の前及
び後においての第二環境の下で撮影部１１が生体部位を撮影して取得した画像を用いて検
出部１５が検出した距離に基づいた補間演算を行うことによって算出される。推定部１６
は、この算出結果を、姿勢情報の推定の結果とする。
【００４２】
　第二算出部１７は、認証生体情報として前述の次画像を使用して生体認証を実施したと
きに推定される認証精度の高さを表す指標を算出する。第二算出部１７は、この指標の算
出を、前述の第一環境の下で撮影部１１が生体部位を撮影して取得した次画像について第
一算出部１２が算出していた前述の指標と、推定部１６が当該次画像について推定した姿
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勢情報とに基づいて行う。
【００４３】
　この第二算出部１７を生体画像撮影システム１０が備える場合には、出力部１４は、前
述の次画像のうち、第二算出部１７により算出された指標が所定値以上の認証精度の高さ
を表しているもののみを出力するようにする。このようにすることで、生体認証における
認証生体情報として適した生体画像のみを生体画像撮影システム１０から出力させること
ができる。
【００４４】
　以上のように構成されている生体画像撮影システム１０の動作について、更に詳しく説
明する。
　この生体画像撮影システム１０は、生体部位の姿勢情報の検出のための撮影を、前述の
技術のように一定の周期で定期的には行わない。その代わりに、その撮影のタイミングを
、その前の撮影部１１による、認証生体情報として用いる画像の取得用の撮影環境での生
体部位の撮影により得られた画像に基づいて決定する。
【００４５】
　撮影部１１は、生体部位についての撮影を行って画像を取得する。撮影部１１は、この
撮影を所定の時間間隔（例えば、動画撮影と同等の３０フレーム／秒）で繰り返し行う。
　第一算出部１２は、撮影部１１が取得した画像に映っている生体部位の像の面積を算出
する。第一算出部１２は、この面積を算出するために、まず、当該画像に含まれている生
体部位の像の識別を行う。
【００４６】
　本実施例では、生体部位の像の当該画像からの識別を、この画像を構成している各画素
の明るさを調べることによって行う。
　一般に、生体部位の撮影画像において、生体部位ではない背景の画像領域は暗いために
画素値が比較的小さいが、生体部位の画像領域は背景に比べ明るいので画素値が比較的大
きい。そこで、本実施例では、第一算出部１２には、適切な閾値を予め設定しておく（例
えば、とり得る値の範囲が０から２５５までの場合において、画素値１２８を閾値とする
）。そして、第一算出部１２は、撮影部１１が取得した画像において画素値がその閾値よ
りも小さい画素は背景を構成しているものであると推定し、その閾値よりも画素値が大き
い画素は生体の像を構成しているものであると推定するようにする。
【００４７】
　なお、第一算出部１２による生体部位の像の識別の手法として、他の手法を採用しても
よい。例えば、像の輪郭を抽出する手法や、画素の色で識別する手法（例えば肌色と他の
色とで画素を分類する手法）など、様々な手法が採用可能である。但し、本実施例におい
て、撮影部１１は、生体部位を短い時間間隔で繰り返し撮影するため、上述した識別の手
法としては、処理を短時間で済ませるものを採用することが好ましい。
【００４８】
　次に、第一算出部１２は、撮影部１１が取得した画像からこのようにして識別された生
体部位の像の面積を算出する。本実施例においては、画像を構成している画素のうちで、
前述したようにして生体部位の像を構成していると判定されたものの数を計数し、この計
数結果を面積値の算出結果としている。なお、第一算出部１２は、この計数結果を画像全
体の面積（すなわち、画像を構成している画素の総数）で除算することによって正規化し
た値を、面積値の算出結果として用いるようにしてもよい。
【００４９】
　以上のようにして第一算出部１２が算出した面積値は、生体認証における認証生体情報
としての適性を表す指標として使用される。なお、以下の説明では、この指標を「生体検
出スコア」と称することとする。
【００５０】
　この生体検出スコアは、値が大きいほど、画像に生体部位がより大きく映っているとみ
ることができる。一般的に、生体部位が画像に大きく映っているほど、その画像から得ら
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れる生体部位に関する情報量は多くなる。従って、生体認証における認証生体情報として
は、この生体検出スコアがある程度までは大きな画像を使用する方が好ましい。但し、図
１及び図２における画像Ｇのように、生体部位の撮影時の位置が撮影部１１に近過ぎて、
生体認証に有効な部分が画像からはみ出しているような場合には注意が必要である。
【００５１】
　以上のように、第一算出部１２が算出した生体検出スコアの値に基づいて、撮影部１１
が取得した画像が、生体認証における認証生体情報としての適性を有しているか否かを判
定することができる。
【００５２】
　次に、姿勢情報検出用の画像の取得のための生体部位の撮影のタイミングの決定の手法
について、図４を用いて説明する。
　図４において、最上段には、撮影部１１が生体部位（掌）を順次撮影して得た画像の例
を、撮影時間の経過に応じて左端から右方向へ並べたものである。なお、この撮影時にお
いて、生体部位は、始めは撮影部１１に近づく方向に移動していたが、その後は撮影部１
１から離れる方向に移動している。また、二段目のグラフは、最上段に並べた各画像につ
いて第一算出部１２が算出した生体検出スコアを図示化したものであり、横軸は時間の経
過を表している。
【００５３】
　この生体検出スコアのグラフに注目すると、撮影部１１が最初に取得した画像Ａの生体
検出スコアは小さな値である。この画像Ａの次に撮影部１１が取得した画像Ｂの生体検出
スコアは画像Ａのものよりも大きな値であり、図４に示されている「検出開始基準スコア
」に到達している。
【００５４】
　検出開始基準スコアは、撮影部１１が取得した画像が認証生体情報としての使用に適す
る生体部位の像の面積の下限として選択部１３に予め設定されている閾値であり、前述し
た第一閾値に相当するものである。
【００５５】
　選択部１３は、撮影部１１が取得した画像についての生体検出スコアが、この検出開始
基準スコアを超えたときには、この画像のための撮影の次に撮影部１１が生体部位を撮影
するときの撮影環境として、前述した第二環境を選択する。そして、この選択結果に応じ
て、撮影環境を、それまでの第一環境（すなわち、認証生体情報として用いる画像の取得
に使用する環境）から、第二環境（すなわち、生体部位の姿勢情報の検出に用いる画像の
取得に使用する環境）に切り替える。より具体的には、選択部１３は、生体部位を照らす
照明を、この選択の結果に応じて、第一照明（すなわち、認証生体情報として用いる画像
の撮影に使用する照明）から、第二照明（すなわち、姿勢情報の検出に用いる画像の撮影
に使用する照明）へと切り替える。なお、本実施例において、第一照明としては、生体部
位の全体を一様に照らす照明を使用し、第二照明としては、前述したスポット光の照明を
使用する。
【００５６】
　図４の例では、画像Ｂの生体検出スコアが検出開始基準スコアに到達したことで選択部
１３が生体部位への照明を第一照明から第二照明に切り替える。画像Ｃは、その切り替え
後の照明の下で、撮影部１１が生体部位を撮影して取得したものである。従って、画像Ｃ
には、前述した十字形状の印が画像上に描かれている。このようにして撮影部１１が画像
Ｃを取得することで、認証生体情報としての適性を有している画像Ｂの取得時に極めて近
い生体部位の姿勢情報を、当該画像Ｂの直後に取得される画像Ｃから得ることができる。
【００５７】
　その後、選択部１３は、撮影部１１による画像Ｃについての撮影が完了すると、生体部
位の照明を第二照明から第一照明へと切り替えて撮影環境を第二環境から第一環境に戻す
。撮影部１１は、その後の生体部位の撮影を第一環境の下で繰り返し、画像Ｄ、Ｅ、及び
Ｆを得る。これらの画像についての生体検出スコアは増加傾向が続き、画像Ｆにおいて、
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図４に示されている「最適検出スコア」に到達する。
【００５８】
　最適検出スコアは、撮影部１１が取得した画像が認証生体情報としての使用に最適であ
る生体部位の像の面積として選択部１３に予め設定されている閾値であり、前述した第二
閾値に相当するものである。
【００５９】
　選択部１３は、撮影部１１が取得した画像についての生体検出スコアが、この最適基準
スコアを超えたときには、この次に撮影部１１が生体部位を撮影するときの撮影環境とし
て、前述した第二環境を再び選択する。そして、この選択結果に応じて、撮影環境を、そ
れまでの第一環境から第二環境へと切り替える。すなわち、選択部１３は、生体部位を照
らす照明を、この選択の結果に応じて、第一照明から第二照明へと切り替える。
【００６０】
　図４の例では、画像Ｆの生体検出スコアが最適基準スコアに到達したことで選択部１３
が生体部位への照明を第一照明から第二照明に切り替える。画像Ｇは、その切り替え後の
照明の下で、撮影部１１が生体部位を撮影して取得したものである。従って、画像Ｇには
、前述した十字形状の印が画像上に描かれている。このようにして撮影部１１が画像Ｇを
取得することで、認証生体情報として最適である画像Ｆの取得時に極めて近い生体部位の
姿勢情報を、当該画像Ｆの直後に取得される画像Ｇから得ることができる。
【００６１】
　その後、選択部１３は、撮影部１１による画像Ｇについての撮影が完了すると、生体部
位の照明を第二照明から第一照明へと切り替えて撮影環境を第二環境から第一環境に戻す
。撮影部１１は、その後の生体部位の撮影を第一環境の下で繰り返し、画像Ｈ、Ｉ、Ｊ、
及びＫを得る。これらの画像についての生体検出スコアは減少傾向に転じており、画像Ｋ
において、図４に示されている「検出終了基準スコア」に到達している。
【００６２】
　検出終了基準スコアは、撮影部１１が取得した画像が認証生体情報としての使用に適す
る生体部位の像の面積の下限として選択部１３に予め設定されている閾値であり、前述し
た第三閾値に相当するものである。なお、検出終了基準スコアを、前述した検出開始基準
スコアと同一の値としてもよい。
【００６３】
　選択部１３は、撮影部１１が取得した画像についての生体検出スコアが、この検出終了
基準スコアを下回ったときには、この次に撮影部１１が生体部位を撮影するときの撮影環
境として、前述した第二環境を再び選択する。そして、この選択結果に応じて、撮影環境
を、それまでの第一環境から第二環境へと切り替える。すなわち、選択部１３は、生体部
位を照らす照明を、この選択の結果に応じて、第一照明から第二照明へと切り替える。
【００６４】
　図４の例では、画像Ｋの生体検出スコアが検出終了基準スコアに到達したことで選択部
１３が生体部位への照明を第一照明から第二照明に切り替える。画像Ｌは、その切り替え
後の照明の下で、撮影部１１が生体部位を撮影して取得したものである。従って、画像Ｌ
には前述した十字形状の印が画像上に描かれている。このようにして撮影部１１が画像Ｌ
を取得することで、認証生体情報としての適性を有している画像Ｋの取得時に極めて近い
生体部位の姿勢情報を、当該画像Ｋの直後に取得される画像Ｌから得ることができる。
【００６５】
　その後、選択部１３は、撮影部１１による画像Ｌについての撮影が完了すると、生体部
位の照明を第二照明から第一照明へと切り替えて撮影環境を第二環境から第一環境に戻す
。撮影部１１は、その後の画像Ｍについて以降の撮影を、第一環境の下で行う。
【００６６】
　出力部１４は、撮影部１１が取得した画像に、選択部１３による撮影環境の選択の結果
を表している撮影環境選択情報、すなわち、各画像についての撮影時における撮影環境を
対応付けて出力する。
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【００６７】
　以上のように、図３の生体画像撮影システム１０は、取得した画像における生体部位の
像の面積値に基づく認証生体情報としての適性の評価結果に応じて、当該画像の撮影の次
に行う撮影を生体部位の姿勢情報の検出用のものとして実施するかどうかを決定する。こ
のようにすることで、生体認証の実施において要の認証生体情報である生体画像に映って
いる生体部位について、特に良好な姿勢情報を得ることができる。また、このようにする
ことで、姿勢情報の検出用の画像の取得のための撮影の頻度を減らすことができ、その分
だけ多くの画像を、認証生体情報として取得することができる。
【００６８】
　図４に例示した画像を前述した図１に例示した画像と比較すると、図１の撮影例では、
認証生体情報としての適性を有している画像は４枚しか得られなかったのに対し、図４の
撮影例では、認証生体情報としての適性を有している画像を８枚得ることができている。
【００６９】
　また、検出部１５は、前述したようにして撮影された画像Ｃ、Ｇ、及びＬを用いて、各
画像についての撮影時における生体部位についての姿勢情報の検出を行う。本実施例では
、検出部１５は、前述の公知の技術を使用してこの検出を行い、スポット光を生体部位に
照射したときの当該スポット光の生体部位上での映り方に基づいて、生体部位の撮影部１
１に対する距離の情報を得て、生体部位の姿勢情報の検出結果とする。
【００７０】
　推定部１６は、前述したようにして撮影された画像Ｄ及びＥの撮影時における生体部位
の姿勢情報を、その撮影時の直前及び直後において姿勢情報の検出用に取得された画像Ｃ
及びＧを用いて検出部１５が検出した姿勢情報に基づいて推定する。また、推定部１６は
、前述したようにして撮影された画像Ｈ、Ｉ、及びＪの撮影時における生体部位の姿勢情
報を、その撮影時の直前及び直後において姿勢情報の検出用に取得された画像Ｇ及びＬを
用いて検出部１５が検出した姿勢情報に基づいて推定する。
【００７１】
　本実施例では、推定部１６は、画像Ｄ及びＥの撮影時における生体部位の撮影部１１か
らの距離を、検出部１５が検出した、画像Ｃ及びＧの撮影時における生体部位の撮影部１
１からの距離に基づいた補間演算を行うことによって推定する。また、推定部１６は、画
像Ｈ、Ｉ、及びＪの撮影時における生体部位の撮影部１１からの距離を、検出部１５が検
出した、画像Ｇ及びＬの撮影時における生体部位の撮影部１１からの距離に基づいた補間
演算を行うことによって推定する。
【００７２】
　図４における三段目のグラフは、撮影部１１による生体部位の撮影時刻の経過と生体部
位の姿勢情報の関係を表している。このグラフの横軸は、撮影部１１による生体部位の撮
影時刻の経過を表しており、縦軸は姿勢情報（生体部位の撮影部１１からの距離）を表し
ている。検出部１５が画像Ｃ、Ｇ、及びＬから検出した生体部位の姿勢情報（生体部位の
撮影部１１からの距離）に対応する点は、このグラフ上にプロットされる。また、推定部
１６が補間演算により推定した画像Ｄ、Ｅ、Ｈ、Ｉ、及びＪについての撮影時の生体部位
の姿勢情報に対応する点も、このグラフ上若しくはその近傍にプロットされる。
【００７３】
　以上のように、検出部１５によって姿勢情報が検出されていない、画像Ｄ、Ｅ、Ｈ、Ｉ
、及びＪについての撮影時の生体部位の姿勢情報については、推定部１６が上述した推定
を行うことで獲得する。出力部１４は、検出部１５及び推定部１６によって各画像の撮影
時の生体部位の姿勢情報が求めた場合には、これらの姿勢情報についても、各画像に対応
付けて出力するようにしてもよい。このようにして得られた姿勢情報を生体情報に利用す
ると、生体認証の精度の向上が期待できる。
【００７４】
　以上のように、図１の生体画像撮影システム１０は、生体認証の実施において要の認証
生体情報である生体画像に映っている生体部位についての精度の良い姿勢情報から、他の
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生体画像についての生体部位の姿勢情報の推定を行う。従って、これらの生体画像につい
ての真の姿勢情報に比較的近い推定結果を得ることができる。
【００７５】
　例えば、前述したように、図２に例示した画像の撮影は、生体部位の姿勢情報の検出用
の画像のための撮影を、一定の周期である少ない頻度で行うようにしたものである。この
図２の場合には、姿勢情報の検出用の画像は、画像Ｄ及びＧである。これらの画像から得
られる姿勢情報に基づき他の生体画像の姿勢情報の推定を行うと、例えば、画像Ｂ、Ｆ、
Ｋ、及びＬなどでは、その姿勢情報については高い推定精度が期待できないことは明らか
である。一方、図４に例示した画像の撮影では、いずれの生体画像についても、良好な姿
勢情報の推定精度が期待できる。
【００７６】
　なお、図４における画像Ｂ、Ｆ、及びＫについての姿勢情報を、それぞれ画像Ｃ、Ｇ、
及びＬから検出する代わりに、画像Ｃ、Ｇ、及びＬからの姿勢情報に基づいて推定部１６
が推定して獲得するようにしてもよい。
【００７７】
　ところで、生体認証における認証生体情報としては、生体検出スコアがある程度までは
大きい生体画像を使用する方が好ましいが、過度に大きい場合には、認証生体情報として
の適性が低下する。これは、生体画像に映っている生体部位の姿勢も、その適性に影響を
及ぼすからである。そこで、生体画像についての生体検出スコアと姿勢情報とに基づき、
認証生体情報として生体画像を使用して生体認証を実施したときに推定される認証精度の
高さを表す指標である、生体認証適合スコアを算出するようにしてもよい。第二算出部１
７は、この生体認証適合スコアを算出するものである。
【００７８】
　本実施例において、第二算出部１７は、まず、各画像の姿勢情報（生体部位の撮影部１
１からの距離）について、図４における三段目のグラフに示されている「生体認証に最適
な姿勢値（距離）」からのずれ量を算出する。なお、この生体認証に最適な姿勢値（距離
）は、予め第二算出部１７に設定されている値である。次に、第二算出部１７は、各生体
画像についての生体検出スコアとこのずれ量とに対し、必要に応じて所定の重み付けを与
えた上で、その両者を合成する演算を行う。このようにして得られた値を生体認証適合ス
コアとする。
【００７９】
　図４における四段目のグラフは、各画像について得られる生体認証適合スコアを図示し
たものである。このグラフ例では、画像Ｅと画像Ｉとの生体認証適合スコアが高い値を示
しており、これらを認証生体情報として使用して生体認証を実施すれば、極めて良好な認
証精度が期待できる。
【００８０】
　出力部１４は、第二算出部１７によって各画像についての生体認証適合スコアを求めた
場合には、各画像と撮影環境選択情報とを対応付けて出力する代わりに、生体認証適合ス
コアが所定値以上の認証精度の高さを表している画像のみを出力するようにする。このよ
うにして出力された生体画像を認証生体情報として使用して生体認証を実施することで、
生体認証に要する時間が短縮され、また、極めて良好な認証精度が得られることが期待で
きる。
【００８１】
　次に図５について説明する。図５は、図３の生体画像撮影システム１０についての詳細
な機能ブロック図である。この生体画像撮影システム１０は、被認証者の生体部位の撮影
を行って、生体認証における認証生体情報として使用する生体画像を取得し、得られた生
体画像を生体認証装置２０に送付する。
【００８２】
　図５に図解されている各機能ブロックと図３に図解されている機能ブロックとの対応を
説明すると、画像撮影部３１及び画像記憶部３２が撮影部１１に対応し、生体検出スコア
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算出部３３が第一算出部１２に対応する。また、姿勢撮影条件記憶部３４、姿勢撮影タイ
ミング判定部３５、照明部３６、及び照明制御部３７が選択部１３に対応し、生体認証適
合画像選択部３８及び画像送信部３９が出力部１４に対応する。そして、姿勢情報算出部
４１及び姿勢情報記憶部４２が検出部１５に対応し、姿勢情報補間部４３が推定部１６に
対応し、生体認証適合スコア算出部４４が第二算出部１７に対応する。
【００８３】
　画像撮影部３１は、生体部位を所定の時間間隔で順次撮影して当該生体部位の画像を取
得する撮影装置である。画像撮影部３１は、例えばＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxid
e Semiconductor：相補性金属酸化膜半導体）やＣＣＤ（Charge Coupled device：電荷結
合素子）を用いた画像センサユニットを用いて構成されているカメラである。
【００８４】
　画像記憶部３２は、画像撮影部３１が取得した画像を順次記憶する記憶部である。画像
記憶部３２の記憶容量は任意であるが、生体認証の種類や利用形態に応じて適切な枚数の
画像の記憶ができる程度の容量を用意する。
【００８５】
　生体検出スコア算出部３３は、画像撮影部３１が取得した画像を画像記憶部３２が記憶
する度に、その記憶した画像を読み出して、当該画像に映っている生体部位の像の面積を
算出して、得られた面積値を生体検出スコアとして出力する。本実施例による生体検出ス
コア算出部３３による生体検出スコアの算出手法について、図６を用いて説明する。
【００８６】
　生体検出スコア算出部３３は、まず、画像記憶部３２に新たに記憶された取得画像Ｐを
読み出し、その構成画素を画素値と所定の閾値との大小比較の結果に基づき白色と黒色と
に２値化して２値化画像Ｑを得る。生体検出スコア算出部３３は、この２値化画像Ｑにお
ける白色の画素（すなわち、取得画像Ｐにおいては生体部位の像を構成していた方の画素
）の個数を計数する。生体検出スコア算出部３３は、この計数結果を、生体検出スコアと
して出力する。
【００８７】
　なお、演算性能に余裕があれば、生体検出スコア算出部３３による取得画像Ｐにおける
生体部位の像の面積の算出を、より精度の高い手法で行うようにしてもよい。
　姿勢撮影条件記憶部３４は、画像撮影部３１が次に行う生体部位の撮影を、姿勢情報検
出用の画像の取得のためのものとするかどうかを決定する条件を予め設定して記憶させて
おく記憶部である。この姿勢撮影条件記憶部３４に記憶させておく条件は、具体的には、
前述した検出開始基準スコア、最適検出スコア、及び検出終了基準スコアである。
【００８８】
　姿勢撮影タイミング判定部３５は、生体検出スコア算出部３３が算出した生体検出スコ
アが、姿勢撮影条件記憶部３４に記憶されている条件に合致するようになったか否かを判
定し、その判定結果を照明制御部３７に出力する。
【００８９】
　照明部３６は、画像撮影部３１が撮影を行う生体部位を照らす照明である。照明部３６
は、前述した第一照明として、生体部位の全体を一様に照らす照明と、前述した第二照明
として、前述したスポット光の照明との２種類の照明を有しており、この２種類の照明を
切り替えることができる。なお、これらの照明には、可視光を用いる場合もあれば、近赤
外線等の可視光以外の光を用いる場合もある。
【００９０】
　照明制御部３７は、照明部３６が有している２種類の照明のどちらによって生体部位を
照明するかを、姿勢撮影タイミング判定部３５による判定結果に基づいて制御する。より
具体的には、照明制御部３７は、通常は、前述した第一照明を使用した生体部位の照明を
照明部３６に行わせる。そして、生体検出スコアが姿勢撮影条件記憶部３４に記憶されて
いる条件に合致するようになったと姿勢撮影タイミング判定部３５が判定したときには、
照明部３６を制御して、生体部位の照明を、前述した第二照明を使用したものに切り替え
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させる。その後、第二照明の下での生体部位の撮影を画像撮影部３１が終えたときには、
照明制御部３７は、照明部３６を制御して、生体部位の照明を、第一照明を使用したもの
に戻させる。
【００９１】
　生体認証適合画像選択部３８は、画像記憶部３２に記憶されている画像を順次読み出し
て、画像送信部３９に出力する。なお、生体認証適合スコア算出部４４が生体認証適合ス
コアの算出を行っている場合には、当該生体認証適合スコアに基づいて選択された画像を
画像記憶部３２から読み出して画像送信部３９に出力する。
【００９２】
　画像送信部３９は、生体認証適合画像選択部３８から送られてきた画像を送信して生体
認証装置２０に送付する。
　生体認証装置２０は、生体画像撮影システム１０から受け取った画像に対し、当該画像
についての姿勢情報に基づいた画像の補正処理を施す。そして、当該補正後の画像を認証
生体情報として使用して照合を実施し、予め登録されている利用者の登録生体情報と合致
するかどうかを確かめる。
【００９３】
　姿勢情報算出部４１は、第二照明の下で画像撮影部３１が生体部位を撮影して取得した
画像を画像記憶部３２から読み出し、当該画像を用いて、当該生体部位についての姿勢情
報を検出する。より具体的には、姿勢情報算出部４１は、前述した公知の技術を使用し、
当該画像におけるスポット光の生体部位上での映り方に基づいて、生体部位の画像撮影部
３１に対する距離を算出して、生体部位の姿勢情報の検出結果とする。また、姿勢情報算
出部４１は、この他の姿勢情報として、例えば生体部位の傾きを表している角度値の情報
を更に得るようにしてもよい。
【００９４】
　姿勢情報記憶部４２は、姿勢情報算出部４１で算出した姿勢情報を、この姿勢情報がど
の画像から検出したものであるかを識別する情報と共に記憶する。
　姿勢情報補間部４３は、姿勢情報記憶部４２に記憶した姿勢情報に基づく補間演算を行
って、第一照明の下で画像撮影部３１が取得した画像の撮影時における生体部位の姿勢情
報を推定する。
【００９５】
　生体認証適合スコア算出部４４は、各画像について生体検出スコア算出部３３が算出し
た生体検出スコアと姿勢情報算出部４１及び姿勢情報補間部４３が求めた姿勢情報とに基
づき、前述した生体認証適合スコアを算出して生体認証適合画像選択部３８に出力する。
この生体認証適合スコアの算出式は、生体部位が様々な姿勢で映っているサンプル画像を
用いて生体認証を実際に実施し、認証精度の高い画像ほどスコアが大きくなるような算出
式を求める。この算出式としては、例えば下記の式を採用することができる。
　　　　　生体認証適合スコア＝生体検出スコア／ａｂｓ（姿勢情報－最適姿勢値）
【００９６】
　なお、上記の式において、「姿勢情報」は生体部位の撮影部１１からの距離であり、「
最適姿勢値」は、図４における三段目のグラフに示されている「生体認証に最適な姿勢値
（距離）」である。また、「ａｂｓ（）」は括弧内の値の絶対値を出力する関数を表して
いる。
【００９７】
　上掲の式は、極めて簡易的に、生体検出スコア（生体部位の像の面積）は大きいほど生
体認証に適しており、且つ、姿勢情報は最適姿勢値に近いほど生体認証に適しているとみ
なし、非常に簡易的かつ高速に処理できる式である。この式では、生体検出スコアと姿勢
値との相関は特に考慮していない。
【００９８】
　なお、生体認証適合スコア算出部４４が生体認証適合スコアを求めるために、数式を使
用する代わりに、実験を元に作成したテーブルを参照してスコアを求めるようにしてもよ
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い。
【００９９】
　生体認証適合画像選択部３８は、生体認証適合スコアを生体認証適合スコア算出部４４
から受け取った場合には、画像記憶部３２から読み出した画像のうち、生体認証適合スコ
アが所定値以上の認証精度の高さを表している画像のみを画像送信部３９に出力する。そ
して、画像送信部３９は、生体認証適合画像選択部３８から送られてきた画像を送信して
生体認証装置２０に送付する。
【０１００】
　なお、画像送信部３９は、必要に応じて、送信する画像についての生体検出スコア及び
生体認証適合スコアを送信するようにしてもよい。また、第二照明の下で画像撮影部３１
が生体部位を撮影して取得した、当該生体部位についての姿勢情報の検出用の画像につい
ても、必要に応じて送信するようにしてもよい。
【０１０１】
　また、画像記憶部３２に、姿勢撮影タイミング判定部３５による判定結果を表している
情報を更に記憶させておくようにしてもよい。更に、画像記憶部３２に、生体検出スコア
算出部３３が取得した生体検出スコア、姿勢情報算出部４１及び姿勢情報補間部４３が取
得した姿勢情報、並びに、生体認証適合スコア算出部４４が取得した生体認証スコアを記
憶するようにしてもよい。
【０１０２】
　ここで図７について説明する。図７は、画像記憶部３２に記憶される画像データ情報テ
ーブルの構造の一例を図解したものである。
　図７のテーブルには、「撮影通し番号」、「種別」、「生体検出スコア」、「検出姿勢
情報」、「補間姿勢情報」、及び「生体認証適合スコア」の各項目が設けられている。
【０１０３】
　「撮影通し番号」は、各画像の撮影順序を示す番号であり、この番号によって、この画
像データ情報テーブルに示される各種の情報と、画像記憶部３２に記憶されている、画像
撮影部３１が取得した画像のデータとが対応付けられる。
【０１０４】
　「種別」は、「撮影通し番号」で特定される画像についての姿勢撮影タイミング判定部
３５の判定結果を表している情報、すなわち、この画像についての撮影時の撮影環境を表
している情報である。ここで、『生体画像』は、この画像が、認証生体情報用の画像撮影
に使用される第一照明を使用して生体部位の照明を行って撮影されたものであることを表
している。また、『姿勢画像』は、この画像が、生体部位の姿勢情報検出用の画像撮影に
使用される第二照明を使用して生体部位の照明を行って撮影されたものであることを表し
ている。
【０１０５】
　「生体検出スコア」は、「種別」が『生体画像』である画像について生体検出スコア算
出部３３が取得した生体検出スコアの値である。
　「検出姿勢情報」は、「種別」が『姿勢画像』である画像から姿勢情報算出部４１が取
得した姿勢情報である、当該画像の撮影時における生体部位の画像撮影部３１からの距離
である。
【０１０６】
　「補間姿勢情報」は、「種別」が『生体画像』である画像について姿勢情報補間部４３
が補間演算により取得した姿勢情報の推定結果である、当該画像の撮影時における生体部
位の画像撮影部３１からの距離である。なお、図７のテーブル例では、「種別」が『姿勢
画像』である画像については、「検出姿勢情報」と同一の値が「補間姿勢情報」として格
納されている。
【０１０７】
　「生体認証適合スコア」は、「種別」が『生体画像』である画像について生体認証適合
スコア算出部４４が取得した生体認証適合スコアの値である。
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　画像送信部３９は、このような画像データ情報テーブルが画像記憶部３２に記憶されて
いる場合には、画像を送信する際に、この画像についての情報を当該テーブルから読み出
して当該画像と共に送信するようにしてもよい。
【０１０８】
　図５の生体画像撮影システム１０は以上のように動作する。
　なお、図３及び図５に図解した生体画像撮影システム１０の一部の構成要素を、標準的
な構成のコンピュータを用いて構成することができる。
【０１０９】
　ここで図８について説明する。図８には、コンピュータのハードウェア構成例が図解さ
れている。
　このコンピュータ５０は、ＭＰＵ５１、ＲＯＭ５２、ＲＡＭ５３、ハードディスク装置
５４、入力装置５５、表示装置５６、インタフェース装置５７、及び記録媒体駆動装置５
８を備えている。なお、これらの構成要素はバスライン５９を介して接続されており、Ｍ
ＰＵ５１の管理の下で各種のデータを相互に授受することができる。
【０１１０】
　ＭＰＵ（Micro Processing Unit）５１は、このコンピュータ５０全体の動作を制御す
る演算処理装置である。
　ＲＯＭ（Read Only Memory）５２は、所定の基本制御プログラムが予め記録されている
読み出し専用半導体メモリである。ＭＰＵ５１は、この基本制御プログラムをコンピュー
タ５０の起動時に読み出して実行することにより、このコンピュータ５０の各構成要素の
動作制御が可能になる。
【０１１１】
　ＲＡＭ（Random Access Memory）５３は、ＭＰＵ５１が各種の制御プログラムを実行す
る際に、必要に応じて作業用記憶領域として使用する、随時書き込み読み出し可能な半導
体メモリである。
【０１１２】
　ハードディスク装置５４は、ＭＰＵ５１によって実行される各種の制御プログラムや各
種のデータを記憶しておく記憶装置である。ＭＰＵ５１は、ハードディスク装置５４に記
憶されている所定の制御プログラムを読み出して実行することにより、各種の制御処理を
行えるようになる。
【０１１３】
　入力装置５５は、例えばキーボード装置やマウス装置であり、例えば生体画像撮影シス
テム１０の管理者により操作されると、その操作内容に対応付けられている管理者からの
各種情報の入力を取得し、取得した入力情報をＭＰＵ５１に送付する。
【０１１４】
　表示装置５６は例えば液晶ディスプレイであり、ＭＰＵ５１から送付される表示データ
に応じて各種のテキストや画像を表示する。
　インタフェース装置５７は、このコンピュータ５０に接続される各種機器との間での各
種情報の授受の管理を行う。
【０１１５】
　記録媒体駆動装置５８は、可搬型記録媒体６０に記録されている各種の制御プログラム
やデータの読み出しを行う装置である。ＭＰＵ５１は、可搬型記録媒体６０に記録されて
いる所定の制御プログラムを、記録媒体駆動装置５８を介して読み出して実行することに
よって、後述する各種の制御処理を行うようにすることもできる。なお、可搬型記録媒体
６０としては、例えばＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disc Read Only Memory）やＤＶＤ－ＲＯ
Ｍ（Digital Versatile Disc Read Only Memory）、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）規
格のコネクタが備えられているフラッシュメモリなどがある。
【０１１６】
　このようなコンピュータ５０を用いて生体画像撮影システム１０の一部の構成要素を構
成するには、例えば、次に説明する生体画像撮影制御処理をＭＰＵ５１に行わせるための
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制御プログラムを作成する。作成された制御プログラムはハードディスク装置５４若しく
は可搬型記録媒体６０に予め格納しておく。このプログラムでは、例えば、ハードディス
ク装置５４を、画像記憶部３２、姿勢撮影条件記憶部３４、及び姿勢情報記憶部４２とし
て機能させるようにしておく。また、コンピュータ５０のインタフェース装置５７には、
画像撮影部３１と照明部３６とを接続して、コンピュータ５０が画像撮影部３１及び照明
部３６を制御して生体部位の撮影を行わせ、得られた画像をコンピュータ５０に取り込め
るようにしておく。また、生体認証装置２０もインタフェース装置５７に接続して、各種
の画像及び情報を生体認証装置２０に送付することができるようにしておく。そして、Ｍ
ＰＵ５１に所定の指示を与えてこの制御プログラムを読み出させて実行させる。こうする
ことで、生体画像撮影システム１０の構成要素が各々有している機能のコンピュータ５０
での提供が可能となる。
【０１１７】
　次に図９及び図１０について説明する。図９及び図１０は、生体画像撮影制御処理の処
理内容の第一の例を図解したフローチャートである。この制御処理の第一の例は、図５の
生体画像撮影システム１０で行われるものである。
【０１１８】
　なお、この図９及び図１０の処理おいて、生体画像撮影制御処理はＳ１０１からＳ１１
２までの処理であり、Ｓ１１３の処理は、生体認証装置２０が行う生体認証処理である。
　この制御処理が開始されると、まず、図９のＳ１０１において、生体部位の全体を一様
に照らす、前述した第一照明を使用した生体部位の照明を照明部３６に行わせる処理を照
明制御部３７が行う。
【０１１９】
　次に、Ｓ１０２では、この第一照明の下で生体部位の撮影を画像撮影部３１が行い、得
られた画像を画像記憶部３２に記憶させる処理を行う。
　次に、Ｓ１０３では、Ｓ１０２の処理により画像記憶部３２に記憶させた画像を読み出
し、当該画像に映っている生体部位の像の面積を算出することで当該画像についての生体
検出スコアを獲得する処理を生体検出スコア算出部３３が行う。
【０１２０】
　次に、Ｓ１０４では、Ｓ１０３の処理により得られた生体検出スコアが、姿勢撮影条件
記憶部３４に予め記憶させておいたいずれかの条件に合致するようになったか否かを判定
する処理を姿勢撮影タイミング判定部３５が行う。前述したように、この姿勢撮影条件記
憶部３４に記憶させておく条件は、姿勢情報の検出用の画像の取得のための撮影を行うか
否かの判定基準とする条件であり、具体的には、前述の検出開始基準スコア、最適検出ス
コア、及び検出終了基準スコアである。
【０１２１】
　このＳ１０４の判定処理において、生体検出スコアがいずれかの条件に合致するように
なったと判定したとき（判定結果がＹｅｓのとき）にはＳ１０５に処理が進む。一方、生
体検出スコアがいずれの条件にも合致しないと判定したとき（判定結果がＮｏのとき）に
は、Ｓ１０１に処理が戻って上述した処理が再び実行される。
【０１２２】
　次に、Ｓ１０５では、前述したスポット光の照明を照らす、前述した第二照明を使用し
た生体部位の照明を照明部３６に行わせる処理を照明制御部３７が行う。
　次に、Ｓ１０６では、この第二照明の下での生体部位の撮影を画像撮影部３１が行い、
得られた画像を画像記憶部３２に記憶させる処理を行う。
【０１２３】
　次に、Ｓ１０７では、Ｓ１０６の処理により画像記憶部３２に記憶させた画像を読み出
し、当該画像を用いて、当該生体部位についての姿勢情報の検出を姿勢情報算出部４１が
行い、得られた姿勢情報を姿勢情報記憶部４２に記憶させる処理を行う。
【０１２４】
　次に、Ｓ１０８では、画像記憶部３２に蓄積されている、Ｓ１０６の処理により取得さ



(20) JP 2012-155405 A 2012.8.16

10

20

30

40

50

れた姿勢情報検出用の画像の枚数が、予め定めておいた所定枚数（少なくとも２枚以上）
に達したか否かを判定する処理を姿勢情報算出部４１が行う。ここで、当該画像の枚数が
当該所定枚数に達したと判定されたとき（判定結果がＹｅｓのとき）には、Ｓ１０９（図
１０）に処理が進む。一方、当該画像の枚数が未だ当該所定枚数に満たないと判定された
とき（判定結果がＮｏのとき）には、Ｓ１０１に処理が戻り、上述した処理が再度行われ
る。
【０１２５】
　処理が図１０に進み、Ｓ１０９では、Ｓ１０７の処理により姿勢情報記憶部４２に記憶
させた姿勢情報を読み出し、当該姿勢情報に基づく補間演算を行って、第一照明の下での
取得画像についての姿勢情報を推定する処理を姿勢情報補間部４３が行う。
【０１２６】
　次に、Ｓ１１０では、各画像についてＳ１０３の処理により求めた生体検出スコアとＳ
１０７及びＳ１０９の処理により求めた姿勢情報とに基づき、前述したようにして生体認
証適合スコアを算出する処理を生体認証適合スコア算出部４４が行う。
【０１２７】
　次に、Ｓ１１１では、画像記憶部３２から画像を読み出し、そのうちで、生体認証適合
スコアが所定値以上の認証精度の高さを表している画像のみを選択する処理を生体認証適
合画像選択部３８が行う
　次に、Ｓ１１２では、Ｓ１１１の処理により選択された画像と当該画像についての姿勢
情報とを画像送信部３９が生体認証装置２０に送信する処理を行う。以上までの処理が生
体画像撮影制御処理である。
【０１２８】
　次に、Ｓ１１３では、生体認証処理を生体認証装置２０が行う。この処理では、生体認
証装置２０は、まず、Ｓ１１２の処理によって生体画像撮影システム１０から送られてく
る各種の情報を受信する処理を行う。そして、このうちの画像に対し、当該画像について
の姿勢情報に基づいた画像の補正処理を施す。そして、当該補正後の画像を認証生体情報
として使用して照合を実施し、予め登録されている利用者の登録生体情報と合致するかど
うかを確かめる。
【０１２９】
　以上のＳ１１３の処理が完了すると、図９及び図１０の処理が終了する。
　なお、Ｓ１１３の生体認証処理において、認証生体情報と登録生体情報とが合致しなか
ったと判定された場合には、上述した生体画像撮影制御処理を生体画像撮影システム１０
が所定回数繰り返し実行するようにしてもよい。この場合には、生体認証装置２０は、こ
の生体画像撮影制御処理の繰り返しによって認証生体情報としての画像が新たに得られる
度に生体認証処理を行う。このとき、生体認証装置２０は、認証生体情報と登録生体情報
との両者がその繰り返しで一度でも一致すれば、本人確認ができたとの認証結果とし、そ
の両者がその繰り返しの全てにおいて一致しなければ、本人確認がされなかったとの認証
結果とする。
【０１３０】
　本実施例の生体画像撮影システム１０は、以上のように動作することで、被認証者の生
体部位の撮影を行って、生体認証における認証生体情報として使用する生体画像を取得す
る。
【０１３１】
　ところで、図５の生体画像撮影システム１０において行われている、認証生体情報とし
て使用する画像についての生体認証適合スコアに基づいた選択を、生体認証装置２０が代
わって行うようにしてもよい。このようにすることで、生体画像撮影システム１０の構成
を簡素化することができる。
【０１３２】
　ここで図１１について説明する。図１１は、生体画像撮影システムの別の一実施例の機
能ブロック図である。
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　なお、図１１の生体画像撮影システム７０において、図５の生体画像撮影システム１０
が備えているものと同様の機能を有する機能ブロックには同一の符号を付している。これ
らの機能ブロックについての説明のうち、生体画像撮影システム１０が有していたものと
同一の機能についての説明は、ここでは省略する。
【０１３３】
　この図１１の生体画像撮影システム７０は、図５の生体画像撮影システム１０から、姿
勢情報算出部４１、姿勢情報記憶部４２、姿勢情報補間部４３、生体認証適合スコア算出
部４４、及び生体認証適合画像選択部３８の各機能ブロックが削除されている。従って、
各機能ブロックは、図１１の生体認証装置８０が、図５の生体認証装置２０が備えていた
生体認証処理機能と共に備えるようにする。
【０１３４】
　なお、図１１の生体画像撮影システム７０においては、画像記憶部３２は、姿勢撮影タ
イミング判定部３５による判定結果に基づいて切り替えられた照明の下で画像撮影部３１
により撮影された画像に対応付けて、当該判定結果を表している情報を更に記憶する。ま
た、画像送信部３９は、画像記憶部３２に記憶されている画像を、当該画像に対応付けら
れている姿勢撮影タイミング判定部３５の判定結果の情報と共に順次読み出して送信する
。生体認証装置８０は、これらの画像と判定結果の情報とに基づき、姿勢情報の算出、姿
勢情報の推定、生体認証適合スコアの算出、及び生体認証に適合する画像の選択を行い、
選択された画像を認証生体情報として用いた生体認証を行う。
【０１３５】
　次に図１２について説明する。図９及び図１０は、生体画像撮影制御処理の処理内容の
第二の例を図解したフローチャートである。この制御処理の第二の例は、図１１の生体画
像撮影システム７０で行われるものである。
【０１３６】
　なお、この図１２の処理おいて、生体画像撮影制御処理はＳ２０１からＳ２０８までの
処理であり、Ｓ２０９の処理は生体認証装置８０が行う生体認証処理である。
　この制御処理が開始されると、まず、Ｓ２０１において、生体部位の全体を一様に照ら
す、前述した第一照明を使用した生体部位の照明を照明部３６に行わせる処理を照明制御
部３７が行う。
【０１３７】
　次に、Ｓ２０２では、この第一照明の下で生体部位の撮影を画像撮影部３１が行い、得
られた画像と、この画像の得たときの撮影の環境の情報である、当該撮影時における照明
（すなわち、第一照明）の選択情報とを画像記憶部３２に記憶させる処理を行う。
【０１３８】
　次に、Ｓ２０３では、Ｓ２０２の処理により画像記憶部３２に記憶させた画像を読み出
し、当該画像に映っている生体部位の像の面積を算出することで当該画像についての生体
検出スコアを獲得する処理を生体検出スコア算出部３３が行う。
【０１３９】
　次に、Ｓ２０４では、Ｓ２０３の処理により得られた生体検出スコアが、姿勢撮影条件
記憶部３４に予め記憶させておいたいずれかの条件に合致するようになったか否かを判定
する処理を姿勢撮影タイミング判定部３５が行う。前述したように、この姿勢撮影条件記
憶部３４に記憶させておく条件は、姿勢情報の検出用の画像の取得のための撮影を行うか
否かの判定基準とする条件であり、具体的には、前述の検出開始基準スコア、最適検出ス
コア、及び検出終了基準スコアである。
【０１４０】
　このＳ２０４の判定処理において、生体検出スコアがいずれかの条件に合致するように
なったと判定されたとき（判定結果がＹｅｓのとき）にはＳ２０５に処理が進む。一方、
生体検出スコアがいずれの条件にも合致しないと判定されたとき（判定結果がＮｏのとき
）には、Ｓ２０７に処理が進む。
【０１４１】
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　次に、Ｓ２０５では、前述したスポット光の照明を照らす、前述した第二照明を使用し
た生体部位の照明を照明部３６に行わせる処理を照明制御部３７が行う。
　次に、Ｓ２０６では、この第二照明の下で生体部位の撮影を画像撮影部３１が行い、得
られた画像と、この画像の得たときの撮影の環境の情報である、当該撮影時における照明
（すなわち、第二照明）の選択情報とを画像記憶部３２に記憶させる処理を行う。
【０１４２】
　次に、Ｓ２０７では、Ｓ２０３の処理により各画像について求められる生体検出スコア
が認証生体情報としての使用に適する値の下限以上であるものが、所定個数以上得られた
か否かを判定する処理を画像送信部３９が行う。ここで、この条件に合致する生体検出ス
コアが所定個数得られたと判定されたとき（判定結果がＹｅｓのとき）にはＳ２０８に処
理が進む。一方、この条件に合致する生体検出スコアの個数が所定個数に満たないと判定
されたとき（判定結果がＹｅｓのとき）にはＳ２０１に処理が戻り、上述した処理が再度
行われる。
【０１４３】
　Ｓ２０８では、画像記憶部３２に記憶されている画像を、当該画像に対応付けられてい
る照明の選択情報（すなわち、姿勢撮影タイミング判定部３５の判定結果の情報）と共に
順次読み出して送信する処理を画像送信部３９が行う。以上までの処理が生体画像撮影制
御処理である。
【０１４４】
　次に、Ｓ２０９では、生体認証処理を生体認証装置８０が行う。この処理では、生体認
証装置８０は、まず、Ｓ２０８の処理によって生体画像撮影システム７０から送られてく
る各種の情報を受信する処理を行う。次に、受信した画像と判定結果の情報とに基づき、
姿勢情報の算出、姿勢情報の推定、生体認証適合スコアの算出、及び生体認証に適合する
画像の選択を行う。そして、選択された画像に対し、当該画像についての姿勢情報に基づ
いた画像の補正処理を施す。そして、当該補正後の画像を認証生体情報として使用して照
合を実施し、予め登録されている利用者の登録生体情報と合致するかどうかを確かめる。
【０１４５】
　以上のＳ２０９の処理が完了すると、図１２の処理が終了する。
　なお、Ｓ２０９の生体認証処理において、認証生体情報と登録生体情報とが合致しなか
ったと判定された場合には、上述した生体画像撮影制御処理を生体画像撮影システム７０
が所定回数繰り返し実行するようにしてもよい。この場合には、生体認証装置８０は、の
生体画像撮影制御処理の繰り返しによって認証生体情報としての画像が新たに得られる度
に生体認証処理を行う。このとき、生体認証装置８０は、認証生体情報と登録生体情報と
の両者がその繰り返しで一度でも一致すれば、本人確認ができたとの認証結果とし、その
両者がその繰り返しの全てにおいて一致しなければ、本人確認がされなかったとの認証結
果とする。
【０１４６】
　本実施例の生体画像撮影システム７０は、以上のように動作して、被認証者の生体部位
の撮影を行って、生体認証における認証生体情報として使用する生体画像を取得する。
【符号の説明】
【０１４７】
　　　１０、７０　生体画像撮影システム
　　　１１　撮影部
　　　１２　第一算出部
　　　１３　選択部
　　　１４　出力部
　　　１５　検出部
　　　１６　推定部
　　　１７　第二算出部
　　　２０、８０　生体認証装置
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　　　３１　画像撮影部
　　　３２　画像記憶部
　　　３３　生体検出スコア算出部
　　　３４　姿勢撮影条件記憶部
　　　３５　姿勢撮影タイミング判定部
　　　３６　照明部
　　　３７　照明制御部
　　　３８　生体認証適合画像選択部
　　　３９　画像送信部
　　　４１　姿勢情報算出部
　　　４２　姿勢情報記憶部
　　　４３　姿勢情報補間部
　　　４４　生体認証適合スコア算出部
　　　５０　コンピュータ
　　　５１　ＭＰＵ
　　　５２　ＲＯＭ
　　　５３　ＲＡＭ
　　　５４　ハードディスク装置
　　　５５　入力装置
　　　５６　表示装置
　　　５７　インタフェース装置
　　　５８　記録媒体駆動装置
　　　５９　バスライン
　　　６０　可搬型記録媒体

【図３】 【図５】
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